
建設業の許可の取り消し処分の公告

この公告は、建設業法の規定に基づき掲載しているものですが、不法行為等に起因した監督処分としての許可の取り消しとは主旨が異なります。

公告日 処分年月日
処分を受けた者の
商号又は名称

主たる営業所の所在地 申請者の氏名 許可番号 処分の内容 処分の原因となった事実 掲載期間

1 令和8年6月10日 令和8年4月1日
三菱化工機株式会

社
神奈川県川崎市幸区堀川町５８０ソリッ

ドスクエア東館
田中　利一 国土交通大臣（特-7）第5178号

建設業法第29条第１項に基づく許可の取り消し
（清掃施設工事業に関する特定建設業許可）

令和8年4月1日付けで建設業法第12条の規定により特
定の業種に係る廃業の届出があり、このことが同法第

29条第１項第５号に該当する。
令和14年3月31日まで

2 令和8年6月10日 令和8年4月2日
株式会社エス・アイ・

シー
千葉県千葉市中央区問屋町１－３５ 古谷　孝誠 国土交通大臣（特-4）第24651号

建設業法第29条第１号に基づく許可の取り消し
（機械器具設置工事業に関する特定建設業許可）

令和8年4月2日付けで建設業法第12条の規定により特
定の業種に係る廃業の届出があり、このことが同法第

29条第１項第５号に該当する。
令和14年3月31日まで

3 令和8年6月10日 令和8年4月2日 建装工業株式会社 東京都港区西新橋３－１１－１ 髙橋　修身 国土交通大臣（特-6）第4366号
建設業法第29条第１号に基づく許可の取り消し
（電気通信工事業に関する特定建設業許可）

令和8年4月2日付けで建設業法第12条の規定により特
定の業種に係る廃業の届出があり、このことが同法第

29条第１項第５号に該当する。
令和14年3月31日まで

4 令和8年6月10日 令和8年4月7日 長竹技研株式会社 東京都新宿区西新宿６－２４－１ 長竹　晃平 国土交通大臣（般-6）第25717号
建設業法第29条第１号に基づく許可の取り消し

（土木工事業　舗装工事業　しゆんせつ工事業　水道施設工
事業に関する一般建設業許可）

令和8年4月7日付けで建設業法第12条の規定により一
般の業種に係る廃業の届出があり、このことが同法第

29条第１項第５号に該当する。
令和14年3月31日まで

5 令和8年6月10日 令和8年4月3日
パナソニックマーケ
ティングジャパン株

式会社

東京都品川区西五反田３－５－２０パナ
ソニック目黒ビル

山本　信義 国土交通大臣（般・特-5）第20511号
建設業法第29条第１号に基づく許可の取り消し

（電気通信工事業に関する一般建設業許可及び電気工事業
に関する特定建設業許可）

令和8年4月3日付けで建設業法第12条の規定により一
般及び特定の業種に係る廃業の届出があり、このこと

が同法第29条第１項第５号に該当する。
令和14年3月31日まで

6 令和8年6月10日 令和7年12月17日
日本都市開発事業

株式会社
東京都世田谷区三軒茶屋２－２－１６ 佐藤　聰美 国土交通大臣（般・特-6）第28032号

建設業法第29条第１号に基づく許可の取り消し
（電気工事業に関する一般建設業許可）

令和7年12月17日付けで建設業法第12条の規定により
一般の業種に係る廃業の届出があり、このことが同法

第29条第１項第５号に該当する。
令和14年3月31日まで

7 令和8年6月10日 令和8年4月3日
株式会社シーイー

テック
東京都中央区日本橋人形町１－４－１０ 渡辺　裕正 国土交通大臣（般・特-7）第23762号

建設業法第29条第１号に基づく許可の取り消し
（消防施設工事業に関する一般建設業許可並びに建築工事
業　大工工事業　左官工事業　とび・土工工事業　石工事業
屋根工事業　電気工事業　管工事業　タイル・れんが・ブロツ
ク工事業　鋼構造物工事業　鉄筋工事業　板金工事業　ガラ
ス工事業　塗装工事業　防水工事業　内装仕上工事業　熱
絶縁工事業　建具工事業　解体工事業に関する特定建設業

許可）

令和8年4月3日付けで建設業法第12条の規定により一
般及び特定の業種に係る廃業の届出があり、このこと

が同法第29条第１項第５号に該当する。
令和14年3月31日まで



8 令和8年6月10日 令和8年4月3日
オー・エス・イー株式

会社
東京都港区愛宕１－３－４ 古谷　英之 国土交通大臣（般-4）第22240号

建設業法第29条第１号に基づく許可の取り消し
（鋼構造物工事業に関する一般建設業許可）

令和8年4月3日付けで建設業法第12条の規定により一
般の業種に係る廃業の届出があり、このことが同法第

29条第１項第５号に該当する。
令和14年3月31日まで

9 令和8年6月10日 令和8年4月23日 株式会社三栄電工 東京都新宿区新宿１－１１－１５ 西　正成 国土交通大臣（般-4）第28755号
建設業法第29条第１号に基づく許可の取り消し

（管工事業に関する一般建設業許可）

令和8年4月23日付けで建設業法第12条の規定により
一般の業種に係る廃業の届出があり、このことが同法

第29条第１項第５号に該当する。
令和14年3月31日まで

以上
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この公告は、建設業法の規定に基づき掲載しているものですが、不法行為等に起因した監督処分としての許可の取り消しとは主旨が異なります。

公告日 処分年月日
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商号又は名称

主たる営業所の所在地 申請者の氏名 許可番号 処分の内容 処分の原因となった事実 掲載期間

1 令和8年6月10日 令和8年3月25日 東栄技工株式会社 神奈川県横須賀市大滝町１－２０－１ 牛田　敦士 国土交通大臣（般-5）第29059号
建設業法第29条第１項に基づく許可の取り消し
（機械器具設置工事業に関する一般建設業許可）

令和8年3月25日付けで建設業法第12条の規定により
一般の業種に係る廃業の届出があり、このことが同法

第29条第１項第５号に該当する。
令和14年3月31日まで

2 令和8年6月10日 令和8年4月1日
ドーピー建設工業株

式会社
東京都中央区新川２－２７－１ 八木橋　浩隆 国土交通大臣（特-5）第543号

建設業法第29条第１項に基づく許可の取り消し
（建築工事業　大工工事業　鉄筋工事業に関する特定建設

業許可）

令和8年4月1日付けで建設業法第12条の規定により特
定の業種に係る廃業の届出があり、このことが同法第

29条第１項第５号に該当する。
令和14年3月31日まで

3 令和8年6月10日 令和8年4月10日 ライト工業株式会社 東京都千代田区九段北４－２－３５ 阿久津　和浩 国土交通大臣（般・特-6）第3660号
建設業法第29条第１項に基づく許可の取り消し
（電気工事業に関する特定建設業許可）

令和8年4月10日付けで建設業法第12条の規定により
特定の業種に係る廃業の届出があり、このことが同法

第29条第１項第５号に該当する。
令和14年3月31日まで

4 令和8年6月10日 令和8年4月10日 電通工業株式会社
東京都品川区東大井５－１１－２（Ｋ－１

１ビル）
有若　信雄 国土交通大臣（般・特-7）第5404号

建設業法第29条第１項に基づく許可の取り消し
（建築工事業に関する一般建設業許可）

令和8年4月10日付けで建設業法第12条の規定により
一般の業種に係る廃業の届出があり、このことが同法

第29条第１項第５号に該当する。
令和14年3月31日まで

5 令和8年6月10日 令和8年4月14日 東武緑地株式会社 東京都杉並区天沼３－５－４ 青木　雅彦 国土交通大臣（般・特-5）第20279号
建設業法第29条第１項に基づく許可の取り消し
（電気工事業に関する特定建設業許可）

令和8年4月14日付けで建設業法第12条の規定により
特定の業種に係る廃業の届出があり、このことが同法

第29条第１項第５号に該当する。
令和14年3月31日まで

6 令和8年6月10日 令和8年4月17日
株式会社ベステム

サービス
埼玉県吉川市高富大場川１０５９ 田中　義之 国土交通大臣（特-4）第22964号

建設業法第29条第１項に基づく許可の取り消し
（とび・土工工事業　解体工事業に関する特定建設業許可）

令和8年4月17日付けで建設業法第12条の規定により
特定の業種に係る廃業の届出があり、このことが同法

第29条第１項第５号に該当する。
令和14年3月31日まで

7 令和8年6月10日 令和8年4月20日
東日本エンジニアリ
ング株式会社

千葉県千葉市中央区中央２－５－１ 堀江　謙治 国土交通大臣（般-3）第17143号
建設業法第29条第１項に基づく許可の取り消し

（電気工事業　管工事業　機械器具設置工事業に関する一
般建設業許可）

令和8年4月20日付けで建設業法第12条の規定により
一般の業種に係る廃業の届出があり、このことが同法

第29条第１項第５号に該当する。
令和14年3月31日まで



8 令和8年6月10日 令和8年4月30日
京セラみらいエンビ
ジョン株式会社

東京都港区三田３－５－１９ 金　炯培 国土交通大臣（特-3）第24120号

建設業法第29条第１項に基づく許可の取り消し
（土木工事業　とび・土工工事業　電気工事業　鋼構造物工
事業　舗装工事業　電気通信工事業に関する特定建設業許

可）

令和8年4月30日付けで建設業法第12条の規定により
特定の業種に係る廃業の届出があり、このことが同法

第29条第１項第５号に該当する。
令和14年3月31日まで

以上


